
●家賃を滞納していて、立ち退きを求められている。

●物価高で食料が十分に買えない。

●年金だけでは、生活が苦しい。

●もう食べるものがない。昨日から何も食べてない。

●健康保険料が払えず、病院に行けない。

相談例

経済的困窮に関する司法書士特別相談会開催強化月間

12月1日～12月31日　日本司法書士会連合会

共催

年末困りごと相談会

相談ダイヤル︓099-248-8208

令和7年12月13日(土)
10:00～16︓00

鹿児島県司法書士会
鹿児島県青年司法書士会 099-248-8270

年を越す前に相談をして、安心して年越しをしませんか。
司法書士が、お困りごとの相談にお応えします。　

お気軽にご相談ください。

電話相談(予約不要・無料)

【お問い合わせ】
日司連公式キャラクターしほ～ししⓇ

（上記日時のみの相談ダイヤルとなります）




